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第９ 第９条 

(出願時の特例) 

 

第九条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特

許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国

若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開

設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商

標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可

を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するも

のに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使

用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から六月以

内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、そ

の商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。 

２ 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を

記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願

に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証

明する書面(次項及び第四項において｢証明書｣という。)を商標登録出願の日から三十

日以内に特許庁長官に提出しなければならない。 

３ 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないと

きは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済

産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。 

４ 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定によ

り証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、

同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二

月)以内でその期間の経過後六月以内にその証明書を特許庁長官に提出することがで

きる。 

 

１．｢博覧会｣については、この基準第３の八(第４条第１項第９号)の１．を準用する。 

 

２．｢特許庁長官の定める基準に適合するもの｣について 

｢特許庁長官の定める基準｣は、平成24年特許庁告示第６号(下記参照)において示され

ており、これに適合するか否かにより判断する。 

  

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/18_4-1-9.pdf
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同告示下記一及び二の判断については、この基準第３の八(第４条第１項第９号)２．

を準用する。 

平成24年特許庁告示第６号(要件部分抜粋) 

｢一 産業の発展に寄与することを目的とし、｢博覧会｣｢見本市｣等の名称の如何にかかわ

らず、産業に関する物品等の公開及び展示を行うものであること。 

二 開設地、開設期間、出品者及び入場者の資格、出品者数並びに出品物の種類及び数

量等が、同項(注)の趣旨に照らして適当であると判断されるものであること。 

三 日本国において開設される博覧会については、原則として、政府等が協賛し、又は

後援する博覧会その他これらに準ずるものであること。｣ 

 

(注) 同項は、商標法第９条第１項を表す。 

 

３．証明書について 

 第９条第１項に基づく出願時の特例の主張に当たって、出品又は出展した事実の証明

は、例えば、次のような証拠方法によることができる。 

(1) 博覧会開設者による出願人の出品(出展)証明書 

(2) 博覧会への出品又は出展を示すパンフレット 

 

(注) 記載した告示の内容は、本審査基準作成時点のものである。 

 

 

 

 

（注）以下をクリックすると、商標審査便覧をご覧になれます。  

○商標審査便覧  

16.01 出願時の特例の主張に係る取扱いについて  

16.04 特許庁長官の定める博覧会の基準についての説明 

 

https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/kijun/document/index/18_4-1-9.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/index.html
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/16_01.pdf
https://www.jpo.go.jp/system/laws/rule/guideline/trademark/binran/document/index/16_04.pdf

